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まずはじめに…

事業者のデジタル化について



 国税庁では、令和５年６月に公表した「税務行政の将来像2023」において、これまでの「納税者利便の向上」と「課税・
徴収事務の効率化・高度化」に取り組むことに加え、新たに「事業者のデジタル化促進」を後押ししていくこととしています。

 税務手続のデジタル化だけでなく、日頃行う業務や事務処理もデジタル化されることにより、事業者の皆様において正確性
の向上や書類保存コストの低減等といったメリットがあると考えています。

 事業者の皆様におかれましては、インボイス制度や改正電子帳簿等保存制度（令和６年１月から適用）への対応も
きっかけにしながら、業務や事務処理のデジタル化をご検討ください。

クラウド会計ソフト等 デジタルインボイス（デジタル to デジタル）

デジタル化のためには・・・

会計ソフトを導入し、スマホやスキャナによるデータ読み取りやデジタルインボイスの利活用が効果的です！

自動の仕訳入力等に加えて、売手の請求から買手の支払処理、最終的な入金消込まで一気通貫で自動化！

・取引先毎にフォーマットが異なり、業務が煩雑
・転記ミス、入力ミス、書類の紛失等トラブルが発生

・手作業が減って、煩雑な業務から解放！
・ミスが減って業務がスピードアップ！
・本来やるべき業務に集中して売上アップ！
・書類の保存コストが減少！

請求
仕訳入力

売掛金消込

請求受領
仕訳入力
支払処理

デジタルインボイス

紙による事務処理の場合 デジタル化による事務処理が実現した場合
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データを自動で
取込・仕訳

スマホによる読み取り

インターネットバンキング

事業者の業務のデジタル化について



電子帳簿等保存制度の概要
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電子帳簿等保存制度の概要
電子帳簿等保存制度は、税法上保存等が必要な「帳簿」や「領収書･請求書･決算書など（国税関係書類）」を、紙ではなく

電子データで保存することに関する制度です。
記録の改ざんなどを防止する観点から、保存時に満たすべき一定の要件が電子帳簿保存法で定められています。

処理番号 利用日 利用金額 名目 
J00000000001 2020/04/01 5,000 ○○○ 
J00000000002 2020/04/01 3,000 ××× 
J00000000003 2020/04/02 4,000 △△△ 

 

ご対応いただく必要がある制度

利用したい方が利用する制度

電子帳簿等
保存

① 電子帳簿等保存【希望者のみ】
ご自身で最初から一貫してパソコン等で作成している帳簿（会計ソフトで作成している仕訳帳等）や国税関係書類（パソコンで作成した請求書等の
控えや決算書等）については、プリントアウトして保存するのではなく、一定の要件の下で電子データのまま保存等ができます。〔平成10年度税制改正で
創設〕

② スキャナ保存【希望者のみ】
決算関係書類を除く国税関係書類（例：取引先から受領した紙の領収書･請求書等）については、その書類自体を保存する代わりに、一定の要件
の下でスマホやスキャナで読み取った電子データを保存することができます。〔平成17年度税制改正で創設〕

③ 電子取引データ保存【法人・個人事業者は対応が必要です】
申告所得税･法人税に関して帳簿･書類の保存義務が課されている者は、注文書･契約書･送り状･領収書･見積書･請求書などに相当する電子デー
タをやりとりした場合には、一定の要件の下でその電子データ（電子取引データ）を保存しなければなりません。〔平成10年度税制改正で創設〕

保 存

記帳･保存

スキャナ
保存

電子取引
データ保存

処理番号 利用日 利用金額 名目 
J00000000001 2020/04/01 5,000 ○○○ 
J00000000002 2020/04/01 3,000 ××× 
J00000000003 2020/04/02 4,000 △△△ 

 

スキャン

取引情報
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税法上保存が必要な帳簿･書類をパソコン等で作成した場合は、プリントアウトせず
にデータのまま保存することができます。

【令和６年１⽉以降⽤】

はじめませんか、帳簿･書類のデータ保存（電子帳簿等保存）電子帳簿保存法

どのような帳簿･書類がデータで保存できるの？
• 会計ソフトで作成している仕訳帳、総勘定元帳、経費帳、売上帳、仕入帳などの帳簿
• 会計ソフトで作成した損益計算書、貸借対照表などの決算関係書類
• パソコンで作成した見積書、請求書、領収書などを取引相手に紙で渡したときの書類の控え
会計ソフトで作った帳簿をデータで保存するための条件は？
訂正削除履歴が残らない帳簿でも、以下の要件を満たせば電子データのまま保存することがで

きます。
• システムの説明書やディスプレイ等を備え付けていること
• 税務職員からのデータの「ダウンロードの求め」に応じることができること
※ データで保存できる帳簿は、正規の簿記の原則（一般的には複式簿記）に従って作成されている帳簿に限ります。

一定の帳簿を訂正削除履歴が残るなどの「優良な電子帳簿」の要件を満たして保存していれば、
過少申告加算税の軽減措置の適用を受けることができます。あらかじめ届出書を提出している必
要があります。

さらに・・・
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• スキャナ保存の様々なルールを満たして保存するためには、対応ソフト等を使用することが一般的です。
• ルールに従って保存できる対応ソフト等か確認する方法は、国税庁ホームページに掲載しています。

• 読み取った後の紙の書類を廃棄できるので、紙の書類のファイリング作業や保存スペースが不要になります。
• 紙で受け取った領収書などをスマホで読み取って経理担当に送付すれば、書類の受け渡しから保存までをス
キャナデータのみでできるので、経理担当もテレワークがしやすくなります。

• スキャナ保存を始めるための特別な手続きは、原則（※）必要ないので、任意のタイミングで始められます。
※スキャナ保存を始めた日より前に作成･受領した重要書類（過去分重要書類）をスキャナ保存する場合は、あらかじめ
税務署に届出書を提出する必要があります。

紙の領収書･請求書などは、その書類自体を保存する代わりに、
スマホやスキャナで読み取った電子データを保存することができます。

【令和６年１⽉以降⽤】

はじめませんか、書類のスキャナ保存電子帳簿保存法

どのようなメリットがあるの？

• 取引相手から紙で受け取った書類
• ご自身が手書などで作成して取引相手に紙で渡す書類の写し

どのような書類がスキャナ保存できるの？
(例) 契約書、見積書、注文書、納品書、検収書、

請求書、領収書など（決算関係書類を除く
国税関係書類）

市販の会計ソフト
（JIIMA認証）について

はこちら

どうやって保存すればいいの？

自社開発システム等に
ついての事前相談窓口

はこちら
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https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/11.htm
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• 改ざん防止のための措置※をとる必要があります。
• 「日付・金額・取引先」で検索できる必要があります。
• ディスプレイやプリンタ等を備え付ける必要があります。

申告所得税･法人税に関して帳簿･書類を保存する義務のある方が、注文書･契
約書･送り状･領収書･見積書･請求書などに相当する電子データをやりとりした
場合には、その電子データ（電子取引データ）を保存しなければなりません。

【令和６年１⽉以降⽤】

電子取引データの保存方法をご確認ください電子帳簿保存法

どのようなデータの保存が必要なの？

どのように保存する必要があるの？

• 紙でやりとりしていた場合に保存が必要な書類（注文書･契約書･送り状･領収書･見積書･請求
書など）に相当するデータ（ファイル形式は問いません）を保存する必要があります。

• あくまでデータでやりとりしたものが対象であり、紙でやりとりしたものをデータ化しなけれ
ばならない訳ではありません。

※「改ざん防止のための事務処理規程を定めて守る」といったシステム費用等をかけずに導入できる方法もあります。
事務処理規程のサンプルは、国税庁ＨＰに掲載しています。

• 資金不足・人手不足等によりシステム等の整備が間に合わない場合など、原則的なルールに
従って電子取引データの保存を行うための環境が整っていない事情がある場合（所轄税務署
長が相当の理由があると認める場合）には、猶予措置が設けられています。

猶予措置について
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YouTube国税庁動画チャンネルで
制度のポイント等を説明した動画
を公表しています YouTube

国税庁動画チャンネル
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電子帳簿等保存制度特設サイト →

～電子帳簿等保存制度特設サイトのご紹介～

9



電子取引データの保存について

10



令和６年１月以降の電子取引データの保存方法について

ご安心ください。電子帳簿保存法に則った電子取引データの保存方法を確
認していきましょう！保存方法をマスターし、業務の効率化・ペーパーレス化
を図りましょう！

令和６年１月から取引に関して授受した請求書などの電子データは保存しておく
必要があると聞きました。メールで受領した請求書の電子データを保存するようにして
いますが、法令の要件にきちんと対応できているか不安で…

経理担当者

国税庁担当者

皆さまの事業所に電子取引データはありますか？

そもそも、うちの会社には「電子取引データ」なんてないんじゃないかな。

いえいえ、意外と事業者の皆さまは「電子取引」を行っていますよ。

電子取引データの保存義務化に対応していますか？

クラウド
会計ソフト

経理担当者国税庁担当者

分析
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令和６年１月以降の電子取引データの保存方法について

例えば、取引先からのメール、EDI、クラウド等で受領した見積書・納品書・請求書、EC
サイトで購入した商品の請求書や領収書、インターネットのみで確認できるクレジットカー
ド、ネットバンキング、水道光熱費などの明細書等があれば電子取引に該当します。

申告所得税･法人税に関して帳簿･書類を保存する義務のある方が、取引に関して、
書面でやりとりしていた場合に保存が必要な書類（注文書･契約書･送り状･領収
書･見積書･請求書など）に相当する電子取引データを受領又は交付した場合、そ
の電子取引データの電子保存が義務付けられています。

なるほど！保存が必要になるのは請求書だけではないんですね！

そのとおりです。次は電子取引データ保存のルールを見ていきましょう。
国税庁担当者

ECサイト
取引先

インターネットバンキング

ECサイトマイページ・メールの添付資料

スマホアプリの決済情報

国税庁担当者

経理担当者
12



令和６年１月以降の電子取引データの保存方法について

具体的には、➀改ざん防止のための措置をとること、②検索できるようにし
ておくこと、③ディスプレイやプリンタ等を備え付けることが必要となります。

電子取引データを保存するための、具体的な方法について教えてください。

３つのルールを全て守ることができるか心配になってきました。

それぞれを具体的に説明いたします。
ルールについてご理解いただくようお願いします。

③ 保存データについて「日付・金額・取引先」で検索できるようにしておく必要があります。

② 保存データを確認するためのディスプレイやプリンタ等を備え付ける必要があります。

① 改ざん防止のための措置をとる必要があります。

電子取引データを保存するための３つのルール

原則的な保存のルールについて

経理担当者国税庁担当者

国税庁担当者
経理担当者13



保存するための３つのルール

① 改ざん防止のための措置をとる必要があります。

次のいずれかの措置をとることが必要です。
⑴ タイムスタンプが付与されたデータを受領
⑵ 受領したデータにタイムスタンプを付与
⑶ 訂正･削除の履歴が残るシステム等で授受･保存
⑷ 改ざん防止のための事務処理規程を策定、運用、備付け

「改ざん防止のための事務処理規程」
のサンプルは、こちらから確認できます

（国税庁 ホームページ）専用のシステムを導入しない方法もあります！

② 保存データを確認するためのディスプレイやプリンタ等を備え付ける必要
があります。

ディスプレイやプリンタ等の性能や設置台数等は、要件とされていません。
ただし、税務調査等の際、帳簿書類を確認する場面が多いことから、税務調査等でディスプレイ等を優
先的に使用することができるよう、事前に日常業務との調整等を行っておく必要があります。

ディスプレイの設置台数が限定される場合、保存データのコピーを作成して
税務職員に提出できるようにしておくなどの対応に代えることもできます。

国税庁担当者 14

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm


保存するための３つのルール

連番 日付 金額 取引先 備考
1 20240331 110000 (株)霞商店 請求書
2 20240210 330000 国税工務店(株) 注文書
3 20240228 330000 国税工務店(株) 領収書

49 20241217 220000 (株)霞商店 請求書

…

〈ⅰによる対応例〉 〈ⅱによる対応例〉

「基準期間（２年（期）前）の売上高が5,000万円以下の方」または「電子取引データをプリントア
ウトして日付及び取引先ごとに整理している方」は、電子取引データの「ダウンロードの求め」に応じることが
できるようにしていれば、③の検索要件は不要です。国税庁担当者

簡易的なやり方として、以下のいずれかの方法で対応することができます。
ⅰ 表計算ソフト等で索引簿を作成し、索引簿を使用して電子取引データの検索を可能とする方法
ⅱ 規則性をもったファイル名（日付・金額・取引先の順番で表記）のデータを特定のフォルダに集

約することにより、取引データの検索を可能とする方法

③ 保存データについて「日付・金額・取引先」の３つの要素で検索できるように
しておく必要があります。

加えて、次のいずれかの措置をとることが必要です。
⑴ 日付又は金額での範囲指定検索・２つの要素を組み合わせた検索ができること
⑵ 税務調査等の際に電子取引データのダウンロードの求めに応じることができること

保存したデータについて簡易的に保存する方法はありますか？

経理担当者
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20240331_110000_(株)霞商店.pdf
20240210_330000_国税工務店(株).msg
20240228_330000_国税工務店(株).pdf
20241217_220000_(株)霞商店.pdfmsg



電子取引データの保存に係る猶予措置について

３つのルールについて理解できましたが、私の会社では人手が足りず、事務処理
規程の策定など、間に合っていません。

電子取引データの保存には猶予措置があります。
次の⑴と⑵を満たす場合には、電子取引データを保存しておくだけで大丈夫です！

「人手不足」、「システム整備が間に合わない」、「資金不足」なども相当の理由と
して認められます。

まずは、電子取引データを消さずに保存することが重要なんですね！

経理担当者

国税庁担当者

電子取引データの保存に係る猶予措置について

⑴原則的なルールに従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所
轄税務署長が相当の理由があると認める場合（事前届出不要）

⑵ 税務調査等の際に、
・電子取引データのダウンロードの求め
・電子取引データをプリントアウトした書面の提示･提出の求め
にそれぞれ応じることができるようにしている場合
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（ご参考）電子取引データ保存要件チェックシート

国税庁HPには、「電子取引データ保存要件チェック
シート」が掲載されておりますので、ご自身の事業所に
おいて、電子取引データが要件に沿って保存されてい
るか、確認したい方は是非ご活用ください。

国税庁担当者

「電子取引データ保存要件チェックシート」
はこちらです
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電子取引データの保存期間について
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国税庁ホームページに掲載されている情報
（一問一答等）で補足します！



帳簿を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成または受領した書類を、その事業年度の
確定申告書の提出期限の翌日から以下の期間、保存しなければなりません。

帳簿書類等の保存期間

保存期間の起算日は、法定申告期限の翌日からです。
国税庁担当者

○個人事業者の場合（青色申告者）
保存期間

帳簿 ７年
決算関係書類 係書類	損益計算書、貸借対照表、棚卸表など ７年
現金預金取引等関係書類 領収証、小切手控、預金通帳、借用証など ７年※
その他の書類 取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類（請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など）	 ５年
※ 前々年分の事業所得及び不動産所得の金額が300万円以下の方は、５年間の保存が必要です。

・その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日を起算日とします。
○法人の場合

保存期間
帳簿 ７年
書類 ７年

・その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日を起算日とします。

書類

保存が必要なもの

保存が必要なもの
総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳など
棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書など

・消費税の課税事業者が仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等や、適格請求書発行事業者として交付した適格請求書の写し及び提供し
た電磁的記録については、上記に関わらず７年間保存する必要があります。

・青色申告書を提出した事業年度で欠損金額（青色繰越欠損金）が生じた事業年度または青色申告書を提出しなかった事業年度で災害損失金
額が生じた事業年度においては、10年間（平成30年４月１日前に開始した事業年度は9年間）となります。

・雑所得を生ずべき業務を行う方で、前々年分のその業務に係る収入金額が300万円を超える方は、現金預金取引等関係書類を５年間保存する必
要があります。

訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など
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＜電子帳簿保存法一問一答（電子取引関係）＞
問23 バックアップデータの保存は要件となっていますか。

【回 答】
バックアップデータの保存は要件となっていません。

【解 説】
バックアップデータの保存については法令上の要件とはなっていませんが、電磁的記録は、記録の大量消滅に対する危険

性が高く、経年変化等による記録状態の劣化等が生じるおそれがあることからすれば、保存期間中の可視性の確保という
観点から、バックアップデータを保存することが望まれます。
また、必要に応じて電磁的記録の保存に関する責任者を定めるとともに、管理規則を作成し、これを備え付けるなど、管

理・保管に万全を期すことが望ましいと考えられます。

電子取引データのバックアップについて

電子取引データの保存期間は所得税法や法人税法の規定に従ってください。

国税庁担当者

経理担当者

バックアップやクラウド管理していない場合、パソコンが壊れてしまうと大変ですね！

✕
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＜電子帳簿保存法一問一答（電子取引関係）＞
問40－２ ＥＣサイトで物品を購入したとき、ＥＣサイト上の購入者の購入情報を管理するページ内にお
いて、領収書等データをダウンロードすることができる場合に、領収書等データを必ずダウンロードして
保存する必要がありますか。

【回 答】
当該ＥＣサイト上でその領収書等データの確認が随時可能な状態である場合には、必ずしもその領収書

等データをダウンロードして保存していなくても差し支えありません。
【解 説】
インターネット上でその領収書等データを確認できることとなった時点が取引情報の授受があったタイ

ミングと考えられます（【問40】参照）。
このため、ＥＣサイト提供事業者が提供するＥＣサイトを利用し物品を購入した場合に、当該ＥＣサイト
上で領収書等データの取引情報を確認することができるようになった時点で取引情報の受領があったもの
として、電子取引に係る保存義務者（物品の購入者）は、その領収書等データを保存する必要があります
が、当該ＥＣサイト上でその領収書等データの確認が随時可能な状態である場合には、必ずしもその領収
書等データをダウンロードして保存していなくても差し支えありません。
この取扱いは、ＥＣサイト提供事業者が、電子取引に係る保存義務者（物品の購入者）において満たす

べき真実性の確保及び検索機能の確保の要件を満たしている場合に受けることができますので、ご注意く
ださい（真実性の確保及び検索機能の確保の要件については、【問15】参照）。
他方で、例えば、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録の提示等の求めに応じることができる

ようにしている場合には、判定期間に係る基準期間（通常は２年前です。）の売上高が5,000万円以下の事
業者又は電磁的記録を出力した書面を取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものを提示・
提出できるようにしている事業者については、全ての検索機能の確保の要件が不要とされることから、Ｅ
Ｃサイト上の購入者の購入情報を管理するページ内において、検索機能の確保がなされている必要はあり
ません（【問42】参照）。

ＥＣサイトで物品を購入したときの保存要件
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【解 説】（つづき）

領収書等データに限らず、電子取引のデータ保存制度によって保存する電子データは、各税法に定めら
れた保存期間中、保存時に満たすべき要件に沿って適切に保存する必要があり、上記方法で保存している
領収書等データは各税法に定められた保存期間が満了するまでＥＣサイト上でその領収書等データの確認
が随時可能な状態である必要があります。各税法に定められた保存期間が満了する前にＥＣサイト上でそ
の領収書等データの確認ができなくなる場合は、その確認ができなくなる前にその領収書等データをダウ
ンロードして保存する必要があることにご注意ください。

検索機能等の要件を満たしたＥＣサイト上で、その領収書等データを随時確認できる
場合、必ずしもその領収書等データをダウンロードして保存していなくても差し支えありま
せん。
ただし、保存期間満了前に、ＥＣサイト上でその領収書等のデータの確認ができなく
なる場合は、個別にダウンロードして保存する必要があります。

国税庁担当者

ＥＣサイトで物品を購入したときの保存要件
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会計ソフトの導入を検討されている方へ
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JIIMA認証ロゴの一例

（公益社団法人日本文書情報マネジメント協会ＨＰ）

＜電子帳簿保存法一問一答（電子取引関係）＞
問58 公益社団法人日本文書情報マネジメント協会により認証されたソフトウェア等とはどのようなものでしょうか。
【回 答】
公益社団法人日本文書情報マネジメント協会（以下「ＪＩＩＭＡ」といいます。）が電子帳簿保存法に

規定する機能要件に適合するか機能の仕様について取扱説明書等で確認を行い、法的要件を満たしている
と判断し認証されたソフトウェア等をいいます。
また、認証を受けたソフトウェア等は、国税庁及びＪＩＩＭＡのホームページに記載される認証製品一

覧表に明示されるほか、当該ソフトウェア等の説明書等に認証番号などが記載されています。
（中略）なお、認証を受けたソフトウェア等は、以下に示す「認証ロゴ」を使用できることから、そのソ
フトウェアがＪＩＩＭＡから認証されたものであるか否かについては、この認証ロゴによって判断するこ
ともできます。ただし、以下の「認証ロゴ」は令和６年６月現在で使用しているものを記載していますの
で、使用に当たっては説明書等で認証番号などを確認していただくようお願いします。

JIIMA認証について
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優良な電子帳簿の導入のすすめ
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電子帳簿保存の要件である、

に加え、

うっかり入力誤りなどがあっても、加算税の負担が軽くなりますね。

そうですね。
そのほか、内部統制や対外的な信頼性の観点からも優れています。
ただし、以下の点にご注意ください。

この措置の適用を受けるためには、

① システムの説明書やディスプレイ等を備え付けていること
② 税務職員からのデータの「ダウンロードの求め」に応じることができること

③ 訂正・削除・追加の履歴が残ること
④ 帳簿の相互関連性があること
⑤ 取引等の日付・金額・相手方に関する検索機能があること

● あらかじめ（法定申告期限までに）届出書を提出していること
● その課税期間の最初から優良な電子帳簿として備付け・保存を行っていること

を満たすものは優良な電子帳簿として、その帳簿に関連する過少申告があっても、過
少申告加算税の割合が原則10％から５％に軽減されるというものです。

が必要となります。

優良な電子帳簿とは

国税庁担当者
経理担当者
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過少申告加算税の軽減措置の対象となるためには、すべての帳簿について、要件を満たす必要があるの
でしょうか？

いいえ、一定の帳簿に限定されています。

● 優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の５％軽減措置の対象となる帳簿の範囲
①仕訳帳、②総勘定元帳、③その他必要な帳簿

「③その他必要な帳簿」とは、具体例で示されているものすべてを作成しなければならないのですか？

いいえ。ご自身が作成されている帳簿のうち、上記の具体例に該当するものに
ついて、要件を満たしていただければ大丈夫です。

なるほど。うちの会社は手形を扱っていないので、「受取手形記入帳」や「支払手形
記入帳」は作らなくていい、ということですね。

そのとおりです。
国税庁ホームページの「電子帳簿等保存制度特設サイト」では、優良な電子帳簿に係る過
少申告加算税軽減措置の判定チェックシートや一問一答（Q&A）などを掲載していますの
で、ご覧ください！

「③その他必要な帳簿」の具体例（※）
売上帳、仕入帳、経費帳、売掛帳、買掛帳、受取手形記入帳、支払手形記入帳、貸付帳、借入帳、未決済項
目に係る帳簿、固定資産台帳、繰延資産台帳、賃金台帳（所得税のみ）、有価証券受払い簿（法人税のみ）
※ 所得税・法人税の場合の具体例です。消費税については、消費税法に規定する一定の帳簿が対象となります。

過少申告加算税の軽減措置の対象となる帳簿の範囲
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 IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者の皆様に向けた、会計ソフト等の導入を支援するための補助金です。
 IT導入補助金の類型のうち、特にインボイス枠（インボイス対応類型）については、インボイス制度への対応に特化し
た支援枠であり、ハードウェアや安価なITツールでも利用可能です。

 デジタルインボイスや電子帳簿等保存制度へ対応した会計ソフトや受発注ソフトの導入に当たっては、あわせてご検
討ください。（詳しくはIT導入補助金事務局ホームページをご確認ください。）

中小企業・小規模事業者等の皆様が導入する会計ソフト・受発
注ソフト・決済ソフト、PC・ハードウェア等の経費の一部を補助する
ことで、インボイス制度に対応した企業間取引のデジタル化を推進
することを目的としています。

ポイント
１

（下限額なし）～50万円以下…中小企業は補助率3/4
小規模事業者は4/5

補助額50万円超～350万円…補助率2/3

ポイント
２

PC・タブレット等のハードウェアにかかる購入費用も補助
対象

ポイント
３

会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフトに補助対象を特化

ポイント
４ クラウド利用料を最大２年分補助

【出典】IT導入補助金事務局ホームページ

（注）本内容は、令和５年度補正予算により措置されたIT導入補助金2024の内容であり、今後、内容に変更が生じる場合があります。

令和５年度補正分IT導入補助金の活用
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ご清聴ありがとうございました

〇
詳しくはコチラ
国税庁 電子帳簿保存法
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